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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シートベルトをシートクッションの底面よりシートバックに向けて配設すると共にシート
クッションの底面におけるシートバック側にシートクッションの構成部材締結用のボルト
の頭部が突出するシートクッションにおいて、　前記シートクッションの外側面における
シートバック側を構成するトリムカバーに、前記ボルトの頭部を被覆するボルト被覆片を
延設し、
該ボルト被覆片の先部をシートクッションの底面を構成する被覆プレートに掛止すると共
に、ボルト被覆片の外側に前記シートベルトを配設してなることを特徴とするシートのト
リムカバー被覆構造。
【請求項２】
前記ボルト被覆片の先部を二又状に形成し、該二又状の先部間に前記シートベルトを配設
してなる請求項１記載のシートのトリムカバー被覆構造。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動車用シートのトリムカバー被覆構造、詳しくは、シートクッションの底面よ
りシートバックに向けてシートベルトを配設してなるシートクッションのトリムカバー被
覆構造に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来の自動車用シートには、図４、或いは実開昭６０ー６５１３５号公報に開示されてい
るように、子供用シートを一体的に設けたものがある。
【０００３】
これを、図４に基づいて説明すると、シートバック（ＳＢ）の前面部に、シートバック（
ＳＢ）に対して着脱自在なクッション体（５）を設け、このクッション体（５）を取り外
すことにより、シートベルト（２２）（２２）からなる子供用身体拘束機構付の子供用シ
ートバックとなり得るものである。
【０００４】
そして、シートクッション（ＳＣ）はその座部における前半部（６）が着脱自在に取付け
られ、この前半部（６）を後半部（７）上に積み重ねることにより、子供用シートのシー
トクッションとなるものである。
【０００５】
以上の子供用身体拘束機構を構成するシートベルト（２２）（２２）のアンカーはシート
クッション（ＳＣ）の底部に固定され、このアンカーに連結するシートベルトはシートバ
ックの前記シートベルト（２２）（２２）に一体的に形成されている。
【０００６】
図４において、図中（２１）はシートベルト（２２）（２２）の長さ調節用のベルト、（
２３）はシートベルト（２２）（２２）に結着するバックル、（２４）は大人用のシート
ベルト、（５Ａ）は子供用シートの背凭部、（６０）は子供用シートの足置き場を各々示
す。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図４に示すようなシートには、シート自体を車床に対して脱着自在に取付ける
ものがある。このシートは例えば脱着機構等をシートに締結するための多数のボルトの頭
部がシートクッションの底面におけるシートバック側に突出している。
【０００８】
従って、前記アンカーに連結するシートベルトが、シートクッションの底面からシートバ
ック方向に延びているため、このシートベルトが前記ボルトの頭部に接触し、シートベル
トが破損する虞れがある。
【０００９】
斯る不具合を除去するために、シートベルト又はボルトの頭部を被覆材で被覆している。
しかし、この被覆材は例えばシートを車床から取り外して、シートをシートクッションの
底面が上向きになるように収納した際、或いはシートを車床に設置した状態においても、
自動車の振動等によって剥離され易い不具合があった。
【００１０】
そこで、本発明は斯様にボルトの頭部が底面に突出すると共にこのボルトの頭部にシート
ベルトが接触するように配設したシートにおける前記不具合を解消することを目的とする
。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
以上の目的をたっせいするための本発明は、前記シートクッションの外側面におけるシー
トバック側を構成するトリムカバーに、前記ボルトの頭部を被覆するボルト被覆片を延設
し、該ボルト被覆片の先部をシートクッションの底面を構成する被覆プレートに掛止する
と共に、ボルト被覆片の外側に前記シートベルトを配設してなることを特徴とするもので
ある。
【００１２】
従って、ボルト被覆片がトリムカバーと一体で、ボルト被覆片の先端部をシートクッショ
ンの底面を構成する被覆プレートに掛止することにより、シートクッションの外側面を構
成するトリムカバーも固定される。
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【００１３】
また、前記ボルト被覆片の先部を二又状に形成し、該二又状の先部間に前記シートベルト
を配設してなることにより、ボルト被覆片の被覆プレートに対する掛止作業が容易になる
。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の一形態を図面に基づいて説明する。
図１はシートクッション（ＳＣ）の底面を上向きにした状態、図２はシートクッション（
ＳＣ）の底部におけるシートバック（ＳＢ）側をトリムカバー（１１）（１１Ｂ）で被覆
する前の状態を各々示し、図中（２０）はシートクッション（ＳＣ）のフレームにアンカ
ー（不図示）を固定するシートベルトで、このシートベルト（２０）は前記図４に示す子
供用拘束機構を構成するシートベルト（２２）（２２）に接続されている。
【００１５】
そのため、シートベルト（２０）はシートクッション（ＳＣ）の底面からシートバック側
に延びている。図中（２０Ａ）はシートベルト（２）のアンカー側から外部に突出する基
端部を示す。
【００１６】
シートクッション（ＳＣ）に、シートバック（ＳＢ）がリクライニング機構（５０）（５
１）等によって連結されており、シートクッション（ＳＣ）の底面には車床に設けたスト
ライカ（不図示）に係脱するラッチ（４１）（４１）、スライドレール（４２）等が突出
状に設けてあり、左右のラッチ（４１）（４１）間にクランク状に折曲したロッドからな
る操作レバー（４０）が配設されている。図中（４０Ａ）（４０Ａ）は操作レバー（４０
）を揺動自在に取付ける起立片を示す。
【００１７】
また、この操作レバー（４０）の後方であるシートバック（ＳＢ）側には、シートクッシ
ョン（ＳＣ）を車床から取り外す際、或いは、操作レバー（４０）の操作時に握持するコ
字状のロッドからなるガイド（３２）が設けてあり、このガイド（３２）及び操作レバー
（４０）の起立片（４０Ａ）はいずれも固定プレート（３０）に取付けられており、固定
プレート（３０）は図２に示すように、被覆プレート（３）と共にフレーム（３３）に三
ケのボルト（３１）（３１）（３１）で一体に締結されている。
【００１８】
以上の被覆プレート（３）は、合成樹脂でフレーム（３３）に締結され、シートクッショ
ン（ＳＣ）の底面を構成している。図中（３４）はトリムカバーに被覆される発泡体製パ
ッドを示す。
【００１９】
シートクッション（ＳＣ）の外表面を構成するシートクッション（ＳＣ）のシートバック
（ＳＢ）側における外側面を形成する部分を除き、従来品と同様に形成してその各端末が
結着されている。
【００２０】
シートバック（ＳＢ）側における外側面を構成するトリムカバーのまち部（１１Ａ）（１
１Ｂ）（１１Ｃ）は、従来品と略同一形状に形成されているが、中央のまち部（１１Ａ）
にはボルト被覆片（１２）が延設され、このボルト被覆片（１２）は前記全てのボルト（
３１）…の頭部が被覆されるような大きさに形成されている。
【００２１】
このボルト被覆片（１２）には、先部（１３）（１３）が延設され、その先部（１３）（
１３）は二又状に形成され、シートベルト（２０）の基端部（２０Ａ）を避けるように被
覆プレート（３）に掛止される。
【００２２】
この被覆プレート（３）には、図３に示すように左右の縦溝（３０Ａ）（３０Ａ）と、こ
の縦溝（３０Ａ）（３０Ａ）間に連続する横溝（３０Ｂ）とからなるＨ字状のスリットが
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【００２３】
このスリットの縦溝（３０Ａ）（３０Ｂ）間におけるシートバック（ＳＢ）側をフック部
（３０Ｄ）とし、その反対側を押さえ部（３０Ｃ）としている。
【００２４】
そして、前記ボルト被覆片（１２）の先部（１３）（１３）における端末（１３Ａ）（１
３Ａ）には係止孔（１４）（１４）が開孔されており、この係止孔（１４）内に前記フッ
ク部（３０Ｄ）を下方より挿し通し、端末（１３Ａ）を押さえ部（３０Ｃ）の内側に挿入
すると、各先部（１３）の端末（１３Ａ）が被覆プレート（３）の外部に露出することな
く被覆プレート（３）に掛止される。従って、工具を要せずに簡単に先部（１３）（１３
）を掛止できる。
【００２５】
この両端末（１３Ａ）（１３Ａ）を被覆プレート（３）に掛止することにより、トリムカ
バーのまち部（１１Ａ）及びボルト被覆片（１２）が固定される。図中（１０）はシート
クッション（ＳＣ）の外側面を構成するトリムカバーのまち部を示す。
【００２６】
以上のボルト被覆片（１２）を固定後、シートベルト（２０）をボルト被覆片（１２）の
外側に図１に示すように配設する。従って、前記各ボルト（３１）…の頭部は、ボルト被
覆片（１２）に被覆されているため、シートベルト（２０）は各ボルト（３１）…の頭部
に接触することがない。
【００２７】
【発明の効果】
本発明によれば、トリムカバーと一体のボルト被覆片によってボルトの頭部は被覆されて
いるため、シートベルトがボルトの頭部に接触して破損する虞れが全くない。
【００２８】
加えて、ボルト被覆片がトリムカバーと一体であるから、ボルト被覆片の固定によりトリ
ムカバーのまち部が固定され、トリムカバーの端末固定作業を省略できる。
【００２９】
更に、ボルト被覆片がシートクッションの底部から取り外れることなく確実に固定できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の要部を示す斜視図である。
【図２】トリムカバーを被覆する前の状態の斜視図である。
【図３】ボルト被覆片の先部の掛止する前の拡大切欠斜視図である。
【図４】本発明を採用するシートの斜視図である。
【符号の説明】
ＳＣ　　　シートクッション
ＳＢ　　　シートバック
３　　　被覆プレート
１１Ａ　　　トリムカバー
１２　　　ボルト被覆片
１３　　　ボルト被覆片の先部
２０　　　シートベルト
３１　　　ボルト
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